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 柏市では，令和 6 年能登半島地震で被災された方への市営住宅の提供を開始します。 

  

1 概要 

 (1) 対象者 

   令和 6年能登半島地震により居住していた住宅が全壊または半壊等の被害を受け，現 

  に住宅に困窮している世帯 

 (2) 提供戸数および家賃等 

   ・戸数： 5 戸 

   ・家賃・敷金・駐車場： 無料 （光熱水費及び共益費は負担いただきます。） 

   ・期間： 6 か月以内（必要に応じて 1 年間まで更新可能） 

 (3) 受付期間 

    令和 6 年 1 月 10 日（水）から ※提供戸数に達し次第締め切ります。 

 (4) 申し込み先・申し込み方法 

    下記申込先へ事前に，電話，FAX または E メールで申し込み 

  【申し込み先】 

    柏市都市部住宅政策課 

    電話 04-7167-1147 （平日 8：30 から 17：15） 

    ＦＡＸ  04-7167-7668 

    Ｅメール jutaku@city.kashiwa.chiba.jp 

 

2 今後の対応 

  提供戸数については，状況に応じて追加を検討します（2 月以降に 4 戸追加見込） 

令和 6年能登半島地震で被災された方への 
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【本件に関するお問い合わせ先】 

柏市都市部住宅政策課  

電話 04-7167-1147 ／ FAX 04-7167-7668 


